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よ
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指
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○
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三
条
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一
項
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三
号
に
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定
す
る
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定

(
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路
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…

�

○
青
森
県
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

別
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
者
の
一
部
改
正

(

建
築
住
宅
課)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

監
査
委
員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

(

事

務

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

正

誤

○
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
五
日
、
平

成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
及
び
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
定

例
告
示
中

(

道

路

課)

…

�

規

則

青
森
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
一
号

青
森
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
薬
事
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
三
十
六
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
六
条
の
八
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

第
三
十
六
条
の
四
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
六
条
の
八
第
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

三
浦
内
科
医
院

弘
前
市
大
字
駅
前
二
丁
目
四
の
一

平
成
��

･

�･

��

氏

名

住

所

廃
止
年
月
日

山
邊

克
彦

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
柳
沢
一
五
の
二
五
九

平
成
��･

��･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

三
浦
内
科
医
院

弘
前
市
大
字
駅
前
二
丁
目
四
の
一

平
成
��･

�･

��

氏

名

住

所

廃
止
年
月
日

山
邊

克
彦

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
柳
沢
一
五
の
二
五
九

平
成
��･

��･

��

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
く

ろ
い
し
介
護

黒
石
市
野
添
町
八

九
の
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

ミ
ル
ミ
ル
ハ

ウ
ス

黒
石
市
野
添
町
一

一
二

平
成

��

･

�･

�

� �
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次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
榊
原
一
三
三
の
一
四
、
字
榊
原
上
野
二
〇
八
の
二
四
七
、

二
〇
八
の
二
五
一
、
二
〇
八
の
一
三
五
・
二
〇
八
の
二
四
四
・
二
〇
八
の
二
四
九
・
二
〇
八
の
二

七
一

(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
七
十
八
号

車
両
制
限
令(

昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号)

第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

二

指
定
す
る
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
百
七
十
九
号

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

(

青
森
県
低
炭
素
建
築
物
新
築
等

計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
別
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
者)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

八
戸
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

(

Ｂ
ゾ
ー
ン)
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路

線

名

区

間

県
道
八
戸
環
状
線

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
大
開
一
一
の
一
六
か
ら

八
戸
市
大
字
中
居
林
字
道
合
二
五
の
三
ま
で
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八
戸
市
東
白
山
台
一
丁
目
一
の
三
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

２

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁
目
一
の
一

代
表
取
締
役

石
黒
靖
規

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ガ
青
森
勝
田
店

青
森
市
勝
田
二
丁
目
二
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
セ
ン
タ
ー
八
戸
長
苗
代
店

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
五
三
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

青 森 県 報平成26年３月14日 金曜日 第3818号 �� �
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平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
26年
２
月
17日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
７
号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自

治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を

講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
｡

平
成
26年
３
月
14日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
元
木
篤
子

同
山
谷
清
文

同
小
檜
山
吉
紀

青 森 県 報平成26年３月14日 金曜日 第3818号�

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

高
齢
福
祉
保
険
課

補
助
金
に
お
い
て
､
補

助
事
業
に
係
る
検
査
確
認

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
誤
っ
た
額
で

確
定
し
て
い
る
｡

必
要
な
事
務
手
続
を
行
い
､
再
確
定
の

上
､
補
助
金
の
一
部
を
返
還
さ
せ
た
｡

今
後
は
､
補
助
金
に
か
か
る
自
己
点
検

表
を
作
成
し
､
法
人
自
ら
の
評
価
を
報
告

さ
せ
る
こ
と
と
し
た
｡
ま
た
､
書
類
審
査

を
よ
り
詳
細
に
行
う
た
め
複
数
対
応
と
し
､

適
正
な
検
査
確
認
を
実
施
す
る
こ
と
と
し

た
｡

青
森
県
道
路
公
社

業
務
管
理
費
の
需
用
費

に
お
い
て
､
契
約
書
を
作

成
し
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
｡

職
員
に
対
し
て
関
係
規
定
等
の
遵
守
を

指
導
す
る
と
と
も
に
､
支
出
負
担
行
為
及

び
支
出
命
令
票
の
様
式
を
改
め
､
起
案
時

に
契
約
書
作
成
の
要
否
を
記
載
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
契
約
手
続
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク

機
能
を
強
化
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努

め
る
こ
と
と
し
た
｡

公
益
社
団
法
人
あ

お
も
り
農
林
業
支

援
セ
ン
タ
ー

延
滞
債
権
の
解
消
に
努

め
る
こ
と
｡

引
き
続
き
､
滞
納
者
を
定
期
的
に
訪
問

し
て
交
渉
し
､
分
割
返
済
計
画
の
作
成
や

法
的
措
置
に
基
づ
く
回
収
に
努
め
て
い
く
｡

今
後
も
､
適
切
な
債
権
管
理
と
新
た
な

延
滞
債
権
の
発
生
防
止
に
十
分
留
意
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
｡

株
式
会
社
東
北
産

業
県
営
住
宅
等
の
管
理
を

委
託
さ
れ
た
業
務
に
つ
い

て
､
基
本
協
定
書
及
び
年

度
協
定
書
に
違
反
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
｡

１
.
申
請
書
等
の
入
居
者
へ
の
未
配
布
・

県
へ
の
未
提
出
に
対
し
､
指
定
管
理
者
か

ら
県
へ
提
出
さ
れ
る
定
期
報
告
書
・
事
業

報
告
書
に
各
種
承
認
申
請
及
び
届
出
の
処

理
件
数
を
記
載
さ
せ
る
と
と
も
に
､
県
実

施
の
年
１
回
以
上
の
実
地
調
査
時
に
処
理

状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
｡

２
.
専
用
用
紙
を
用
い
る
納
入
通
知
書
等

の
不
正
発
行
に
対
し
､
指
定
管
理
者
は
内

部
の
監
督
機
能
を
強
化
し
､
県
は
文
書
受

払
簿
を
作
成
し
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
と

し
た
｡

３
.
県
営
住
宅
等
管
理
シ
ス
テ
ム
の
不
正

操
作
に
対
し
､
県
は
当
該
シ
ス
テ
ム
の
改

善
を
平
成
25年
度
で
一
部
実
施
し
､
平
成

26年
度
で
完
了
予
定
と
し
て
い
る
｡

社
会
福
祉
法
人
つ

が
る
三
和
会

事
務
費
旅
費
交
通
費
に

お
い
て
､
出
張
命
令
書
の

決
裁
区
分
を
誤
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
｡

今
回
の
監
査
で
指
摘
を
受
け
た
件
に
つ

い
て
は
､
速
や
か
に
是
正
措
置
を
講
じ
た
｡

併
せ
て
事
務
処
理
の
適
正
化
に
努
め
る
こ

と
と
し
た
｡

事
務
費
本
人
徴
収
額
に

お
い
て
､
認
定
額
を
誤
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

対
象
者
に
対
し
て
徴
収
額
の
誤
り
に
つ

い
て
説
明
し
､
過
大
徴
収
分
を
対
象
者
の

通
帳
へ
振
り
込
ん
だ
｡

社
会
福
祉
法
人
つ

く
し
会

事
務
費
支
出
額
の
う
ち
､

退
職
共
済
掛
金
､
法
定
福

計
上
誤
り
に
よ
る
補
助
金
過
大
請
求
分

を
県
に
返
還
し
た
｡

� �
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監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
26年
２
月
17日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
７
号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自

治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
及
び
青
森
県

教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
｡

平
成
26年
３
月
14日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
元
木
篤
子

同
山
谷
清
文

同
小
檜
山
吉
紀

青 森 県 報平成26年３月14日 金曜日 第3818号 �
利
費
､
福
利
厚
生
費
及
び

委
託
費
に
お
い
て
､
計
上

額
が
誤
っ
て
い
る
｡

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

下
北
地
域
県
民
局

地
域
農
林
水
産
部

賃
金
に
お
い
て
､
非
常

勤
事
務
員
に
係
る
勤
務
の

割
振
り
が
適
正
で
な
い
も

の
が
あ
る
｡

関
係
規
程
等
の
遵
守
､
内
部
審
査
体
制

を
強
化
し
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る

こ
と
と
し
た
｡

な
お
､
勤
務
実
績
は
訂
正
し
､
不
適
正

勤
務
日
に
つ
い
て
は
､
時
間
外
勤
務
手
当

と
し
て
１
月
21日
に
追
給
し
た
｡

青
森
県
立
三
本
木

農
業
高
等
学
校

管
理
監
督
者
が
､
県
有

馬
の
使
用
や
管
理
に
つ
い

て
そ
の
実
態
を
把
握
し
て

お
ら
ず
､
県
有
馬
に
係
る

財
務
事
務
の
執
行
に
お
い

て
内
部
統
制
が
全
く
機
能

し
て
い
な
い
｡

組
織
と
し
て
の
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や

相
互
け
ん
制
を
働
か
せ
る
た
め
､
県
有
馬

の
飼
養
管
理
を
複
数
の
職
員
で
担
当
し
､

数
年
で
業
務
の
配
置
換
え
を
行
う
こ
と
と

し
た
｡
ま
た
､
厩
舎
に
点
検
記
録
簿
を
備
え
､

県
有
馬
の
毎
日
の
状
態
や
使
用
状
況
を
記

録
す
る
と
と
も
に
､
管
理
監
督
者
及
び
関

係
職
員
が
､
毎
月
厩
舎
で
県
有
馬
を
確
認

す
る
こ
と
と
し
た
｡

物
品
供
用
員
等
が
行
う

べ
き
事
務
を
行
っ
て
い
な

い
｡

物
品
供
用
員
を
含
め
た
職
員
全
員
を
対

象
に
､
物
品
の
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
っ

た
｡ま
た
､
物
品
供
用
員
が
異
動
す
る
場
合

に
は
､
引
き
継
ぎ
時
の
現
物
確
認
を
徹
底

す
る
こ
と
と
し
た
｡

県
有
馬
４
頭
の
う
ち
２

頭
が
所
在
不
明
と
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

４
頭
分
の
管
理
に
要
す
る

経
費
を
支
出
し
て
い
る
｡

県
有
馬
で
な
い
２
頭
に
つ
い
て
は
､
所

有
者
に
返
却
す
る
こ
と
と
し
た
｡

ま
た
､
県
有
馬
の
管
理
を
複
数
の
職
員

で
行
う
と
と
も
に
､
動
物
出
納
簿
と
現
物

の
確
認
を
定
期
的
に
行
い
､
管
理
に
要
す

る
経
費
を
適
切
に
支
出
す
る
こ
と
と
し
た
｡

需
用
費
に
お
い
て
､
職

員
が
業
者
に
代
わ
っ
て
請

求
書
及
び
納
品
書
の
数
量
､

金
額
等
を
記
入
し
て
い
る

も
の
が
あ
る
｡

適
切
な
財
務
事
務
が
行
わ
れ
る
よ
う
､

物
品
購
入
に
携
わ
る
教
職
員
に
指
導
し
た
｡

県
有
馬
２
頭
が
所
在
不

明
と
な
っ
て
い
る
｡

厩
舎
に
点
検
記
録
簿
を
備
え
､
県
有
馬

の
毎
日
の
状
態
や
使
用
状
況
を
記
録
す
る

と
と
も
に
､
管
理
監
督
者
及
び
関
係
職
員

が
､
毎
月
厩
舎
で
県
有
馬
を
確
認
す
る
こ

と
と
し
た
｡

ま
た
､
外
部
か
ら
の
厩
舎
へ
の
出
入
り

を
制
限
し
､
無
断
で
入
る
こ
と
の
な
い
よ

う
表
示
板
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
｡

な
お
､
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
県
有

馬
２
頭
に
係
る
状
況
を
動
物
出
納
簿
に
追

記
し
､
現
状
と
の
整
合
を
図
っ
た
｡

県
有
馬
１
頭
が
､
処
分

手
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
な

く
売
却
さ
れ
た
｡

組
織
と
し
て
の
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や

相
互
け
ん
制
を
働
か
せ
る
た
め
､
県
有
馬

の
飼
養
管
理
を
複
数
の
職
員
で
担
当
し
､

数
年
で
業
務
の
配
置
換
え
を
行
う
こ
と
と

し
た
｡

� �
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正

誤

道

路

課

青 森 県 報平成26年３月14日 金曜日 第3818号�
ま
た
､
厩
舎
に
点
検
記
録
簿
を
備
え
､

県
有
馬
の
毎
日
の
状
態
や
使
用
状
況
を
記

録
す
る
と
と
も
に
､
管
理
監
督
者
及
び
関

係
職
員
が
､
毎
月
厩
舎
で
県
有
馬
を
確
認

す
る
こ
と
と
し
た
｡

さ
ら
に
､
物
品
供
用
員
を
含
め
た
職
員

全
員
を
対
象
に
､
物
品
の
事
務
に
関
す
る

研
修
を
行
っ
た
｡

� �

平
成
��

･

�･

��

第
三
四
〇
〇
号

平
成
��･

��･

��

第
三
〇
二
九
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告
示

告
示

区
分

第
五
四
一
号

第
八
三
四
号

番

号

� �

ペ
ー
ジ

全 全 段

表
中

表
中 行

誤

正

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
八
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

六
六
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
七
二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
、
九
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
七
一
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

三
、
九
〇
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
坊
ノ
塚
一
一
の
一
一
ま
で

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
七
六
の
一
ま
で

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
坊
ノ
塚
一
一
の
一
一
ま
で

後 前 前

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
五
九
の
一
ま
で

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
七
六
の
一
ま
で

上
北
郡
野
辺
地
町
字
船
橋
二
の
三
〇
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
坊
ノ
塚
一
一
の
一
一
ま
で

後 前 前

一
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
六
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

六
六
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
八
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

馬
術
部
の
管
理
運
営
が

適
正
を
欠
く
も
の
と
な
っ

て
い
る
｡

馬
術
部
の
運
営
に
関
す
る
方
針
を
作
成

し
､
部
使
用
馬
の
管
理
・
飼
養
､
運
営
資

金
等
に
つ
い
て
定
め
た
｡

ま
た
､
そ
の
方
針
に
基
づ
く
管
理
運
営

状
況
に
つ
い
て
､
保
護
者
等
に
対
し
て
説

明
・
報
告
す
る
と
と
も
に
､
管
理
監
督
者

が
定
期
的
に
点
検
・
確
認
す
る
こ
と
と
し

た
｡
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平
成
��

･

��･

��

第
三
六
二
八
号

平
成
��･

�･

��

第
三
五
五
八
号

告
示

告
示

第
八
七
五
号

第
五
四
四
号

� �

上 全

表
中

表
中

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
一
三
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
二
五
の
三
一
ま

で

後 前 前

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
一
三
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
二
五
の
三
一
ま

で 西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
一
三
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
二
五
の
二
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
一
三
の
五
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯
二
五
の
三
一
ま

で

後 前 前

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
二
八
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
国
有
林
二
〇
四
五
林
班
い
小

班
ま
で

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
三
一
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
国
有
林
二
〇
四
五
林
班
い
小

班
ま
で

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


